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要　旨

　少子高齢化に伴う利用者の減少やモータリゼーションの進展により、過疎地域の公共交通は厳

しい経営環境下に置かれている。このようななか、公共交通が完全に撤退した「交通空白地域」

ではNPOが自発的に交通サービスを供給する取り組みが広まっている。しかし、不安定な財務基

盤や運行ノウハウの欠如から、事業の存続に行き詰まり、組織の解散を余儀なくされた例も多い。

本論文は、交通空白地有償運送を担う44件のNPO法人を対象にNPO法人の財源調達構造を把握

し、短期および中長期にわたり持続的な組織基盤を維持するために満たすべき条件について分析

を行った。分析の結果、交通空白地有償運送は短期的にも中長期的にも組織の持続性に貢献する

事業とはならず、交通空白地有償運送以外の事業収入を強化し、財源の多様化を目指すことが組

織の継続的な発展に結びつくことがわかった。

Summary

　Public transport in depopulated areas have faced severe business environment due to the 

decrease in passengers resulting from low birth rate and aging and the development of 

motorization. Especially in areas where public transport was completely withdrawn, voluntary 

efforts which non-profit organizations (NPOs) provide transportation service have grown. 

However, many NPO had difficulty in the management and had to dissolve the organization due 

to the unstable financial base and lack of operational know-how. This paper focused on forty four 

NPOs assuming fare-paying conveyance in areas without public transportation and aimed to 
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analyze the funding structure and requirements to be fulfilled in order to maintain a sustainable 

organization base in the short-term and medium- to long-term. The analyze results showed fare-

paying conveyance in areas without public transportation did not contribute to sustainability of 

NPO business either in the short or medium to long term, rather the increase in business revenue 

other than the fare-paying conveyance and efforts to diversify financial options would allow 

continuous organization development.

Ⅰ．　はじめに

（１）　本論文の問題意識

　中山間地域をはじめとする過疎地域では、大都市圏への生産年齢人口の流出や少子高齢化の進

展により様々な社会・経済問題が表面化しつつある。自家用車を所有しない地域住民に対する公

共交通手段の確保もその１つであるが、地方の公共交通はモータリゼーションの進展や利用者の

減少によりサービスの縮小や撤退が相次いでいる。一方、民間事業者に替わって運行が開始され

た地方自治体主体の廃止路線代替バスやコミュニティバスも利用者の伸び悩みによる財政負担の

増大から、サービスの維持に困難をきたす場合が多い。

　このようななか、NPOが道路運送法第78条 ｢自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送）｣ に

基づく許可を受け、自発的に交通サービスの供給にあたる活動が各地に広まりつつある1)。こう

した取り組みは ｢市場の失敗（民間事業者の撤退やそもそも需要が少なく参入が見込めない状況）

｣ と ｢政府の失敗（財政制約や多様な需要の対応不能）｣ の両方を補完し、地域の実情に応じた

適切なサービスの供給が期待できる利点がある（高橋（2006））。しかし、不安定な財務基盤や

運行ノウハウの欠如から、事業の存続に行き詰まり、組織の解散を余儀なくされた団体が少なく

ない（福本ら（2010））。

　事業の継続は組織の存続によって達成される。従って、交通空白地有償運送を担うNPOは対象

地域における公共交通の重要性や公共交通維持のための自主的な行動の必要性について利害関係

者間で合意を取り付け、獲得しうる多様な財源をもとに活動を展開する必要がある。その上で組

織全体としての財務基盤を確立し、事業を取り巻くあらゆるリスクに備えながら、活動を行って

いくことが重要である。このためには、NPOの財源調達状況を明らかにし、安定、かつ持続的な

財務基盤を得るために満たすべき諸条件について検討することが求められる。

（２）　先行研究

　従来、交通空白地有償運送については個別事例を対象に運営の実態を把握した研究、運行開始

に至るまでの利害関係者間における合意形成プロセスを示した研究、運行開始後の組織の統治構
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造を調査した研究、住民参加を促進するための支援の方向性を検討した研究をはじめ様々な研究

成果が報告されてきた。例えば、吉田・秋山（2006）は青森県佐井村を対象に、地域における

モビリティの現状や交通空白地有償運送の利用状況を調査し、バスやタクシーとの機能分担の重

要性について考察している。加藤（2009）は島根県飯南町における交通空白地有償運送の開設

の経緯とNPOの活動内容について整理している。

　谷内ら（2010）は交通空白地有償運送をはじめとする ｢住民主体型公共交通｣ の合意形成プ

ロセスと利害関係者間の役割分担のあり方について検証している。また、衛藤（2018）は兵庫

県豊岡市と京都府京丹後市のフィールド調査から利害関係者間の連携の仕組みや組織の統治構造

について検討している。このほか、猪井ら（2007）は兵庫県州本市等の事例をもとに住民参加

の有効性と住民参加を促進するための支援の方向性について分析している。若菜・広田（2004）

は交通空白地有償運送に関するサービスの類型化と類型別の事例検証を行い、サービスの導入に

あたって必要な条件を提示している。

　一方、NPOの財源調達構造と組織の持続性について分析を試みた研究は、馬場・山内（2011）

がNPO法人データベースより抽出した12,509件のNPO法人を対象とし、NPO法人の財源調達構

造と財務的発展パターンを明示している。石田（2008）は馬場・山内（2011）と同様のデータ

ベースを用い、NPO法人の財源の多様化と組織を取り巻く社会経済的要因との関係について定量

的に分析している。さらに、中嶋・馬場（2012）は1999 〜 2007年度の愛知県所轄NPO法人4,323

サンプルを対象に財源の多様化が組織の持続性に及ぼす影響を検証している。

　しかしながら、交通空白地有償運送を担うNPOに着目し、その財源調達の仕組みや組織の持続

性について検討を行った研究はあまり存在しない。

（３）　本論文の目的

　本論文は交通空白地有償運送を担うNPOを対象にその財源調達構造と持続的な組織基盤を得

るために満たすべき条件を明らかにすることを目的としている。具体的には、内閣府NPOホーム

ページ（https://www.npo-homepage.go.jp/）よりデータが得られた44件のNPO法人の財源構造

と特徴を検証し、短期および中長期にわたって持続的な組織基盤を維持する上で必要となる要因

について分析する。なお、交通空白地有償運送に関わるNPOはNPO法人のほか、自治会・町内会、

医療法人、社会福祉法人など様々な組織が含まれている。しかし、本論文ではデータ収集上の制

約からNPO法人を対象に分析を行う。また、これらのNPO法人は中村（2006）や加藤ら（2009）

が指摘する公共交通運行の責任分担のうち ｢計画（車両、運行ルートなど基本コンテンツの計画）｣・

｢運営（運賃、時刻表などサービスの企画立案と経営資源の分配）｣・｢運行（車両の運行、運賃収

受など現場での活動）｣ の全てに関与する組織とこのいずれかを第三者に委託する組織に区別さ

れる。本論文は前者のみを分析対象とし、後者は対象に含めないことにする。

　本論文の構成は以下のようである。Ⅱでは、交通空白地有償運送の内容と44件のNPO法人の
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財源調達構造を検証する。続くⅢでは、NPO法人の短期的・中長期的な持続性を規定する要因を

探る。Ⅳでは分析結果の考察と今後の組織の持続性に対し本論文の結果が与える示唆について詳

述する。Ⅴではまとめと分析課題を述べる。

Ⅱ．　交通空白地有償運送の仕組みとNPO法人の財源調達構造

（１）　交通空白地有償運送の内容

　交通空白地有償運送は、過疎地域をはじめバス・タクシー等の公共交通機関が存在しない、あ

るいは著しく不便な地域の住民を対象に、NPOが自家用車を用い交通サービスを提供するもので

ある。サービスの運行にあたっては、表１に示す運送条件を満たしつつ、市町村、バス・タクシー

事業者、住民代表などから構成される法定協議会の承認を受け、国へ登録を行う必要がある2)。

2006年の制度開始以後、自家用有償旅客運送を担う組織の数は全体としてほぼ横ばいで推移し

ているが、市町村運営（交通空白地）と市町村運営（福祉）は減少基調にある（図１参照）。一方、

交通空白地有償運送と福祉有償運送は年々団体数が増加しており、とくに交通空白地有償運送の

増加率は2006年度＝100とした場合、この十数年間の間に290.0%にまで増大している（図２参

照）。このように交通空白地有償運送に従事する組織が増加している背景としては第１に、事業

者が撤退した、あるいは収益性の乏しい地域で事業を展開するため、地方自治体による事業では

歳出に見合った効果が得られにくいこと、第２に、地域のきめ細かなニーズに対応する必要があ

るため、地方自治体よりもNPOの方が地域の実情を汲み取ったサービスを供給できること、第３

に、税収の減少に伴う財政制約上の問題から、自主運行からNPOへの事業委託に切り替える自治

体が増加していることがあげられる。

　福本・加藤（2012）は交通空白地有償運送を含む住民主体型公共交通の運営上の特徴として、

①地域住民から構成されたNPO等が自主的に ｢計画｣・｢運営｣・｢運行｣ に関与し、一部地方自治

体が赤字補填の形で支援を行う ｢住民発案・住民運営型｣、②地方自治体が地域住民に対し公共

交通の運営を提案し、地域住民がNPOを編成して、｢計画｣・｢運営｣・｢運行｣ に携わる ｢市町村

表１　交通空白地有償運送の運送条件

（出所）国土交通省自動車局資料に基づき筆者作成。
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提案・住民運営型｣、③地域住民が ｢計画｣ を発案し、事業者がこれに応える形で ｢運営｣・｢運

行｣ に関わる ｢交通事業者提案・住民参画型｣ の３つに区別されるとしている。このうち、交通

空白地有償運送は①の ｢住民発案・住民運営型｣ に該当するケースが多く、そのサービスの全体

図１　交通空白地有償運送の団体数

図２　自家用有償旅客運送団体数の増加率

（出所）国土交通省自動車局資料に基づき筆者作成。

（出所）国土交通省自動車局資料に基づき筆者作成。
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像を運行方式、運行ダイヤ設定方式、運賃収受方式に着目して整理すれば以下のように示される。

○　運行方式

　・ 定路線型：通常のバスと同様に毎回決められたルートを運行し、所定の乗降場所で乗降を取

り扱う

　・ ドア・ツー・ドア型：運行ルートも乗降場所も定めずで予約があった地域を最短経路で結ぶ

○　運行ダイヤ方式

　・ 固定ダイヤ型：通常のバスと同様に毎回決められたダイヤで運行する（予約制を採用し予約

があった場合のみ運行する事例もあり）

　・ 非固定ダイヤ型：予約制をとり、決められた運行日や運行時間内に運行する

○　運賃収受方式

　・  均一制：乗車距離に関係なく均一の運賃を収受する

　・ 対キロ制・時間制：乗車距離や乗車時間に応じて運賃を収受する

　・ ゾーン制：均一制と対キロ制を組み合わせた運賃収受方式で、運行エリアを複数に分割し、ゾー

ンごとに異なる運賃を収受する

　・ 会費制：年会費または月会費としてあらかじめ運賃を収受する（会費納入後は料金フリー）

　このように交通空白地有償運送のサービスは複数のパターンから形成されており、しかも通

常のバスと同様に ｢定路線型｣ ｢固定ダイヤ型｣ を採用し運賃を ｢対キロ制｣ とするサービスや

｢ドア・ツー・ドア型｣ ｢非固定ダイヤ型｣ ｢会費制｣ 等各々の方式をランダムに組み合わせるサー

ビスがある。また、サービスの提供に際し使用される車両は運行主体（＝NPO）が使用権限を有

するバスか自家用車、または、ドライバーによる持ち込み車両によっている。しかし、実際のと

ころはNPO所有の車両のみ使用するケースやNPO所有の車両とドライバーによる持ち込み車両

を併用するケース、およびドライバーによる持ち込み車両のみ使用するケースなど様々なパター

ンがある。

（２）　NPO法人の収入構造

　次いで、表２に記載されている44件の法人を対象に交通空白地有償運送を担うNPO法人の収

入規模や収入構造を把握する。対象年度は2018年度である。はじめに、NPO法人の財源は①個

人や企業からの寄附金・協賛金収入、②会員からの会費収入（運賃相当分を徴収する場合も含む）、

③地方自治体からの受託金・補助金収入、④事業収入（交通空白地有償運送による運賃収入と当

該事業以外の事業収入）に大別される。

　表３はNPO法人の収入規模を示したものである。これによると、全体の40.9％に相当する18

法人が年間経常収入500万円未満の法人から構成されている。他方、1,000万円以上の経常収入

を得ている法人は19法人存在し、このうち、5,000万円以上の経常収入を獲得している法人は４

法人である。平均値は2,073万円、中央値は813万円であり、全般的に高い収入を確保できてい
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ることがわかる３）。

　ところで、分析対象のNPO法人のなかには交通空白地有償運送を専業とする法人（以下 ｢専業｣

と呼ぶ）と交通空白地有償運送以外の事業を兼業する法人（以下 ｢兼業｣ と呼ぶ）がある。そこ

で、両者を区分し収入規模別の分布をみてみると、前者は経常収入500万円未満が10法人、500

〜 1,000万円未満が２法人、1,000万円以上が３法人である。これに対し、後者は８法人が経常

収入500万円未満、６法人が500 〜 1,000万円未満、15法人が1,000万円以上である。平均値お

よび中央値は、専業が平均値793万円、中央値317万円、兼業が平均値2,735万円、中央値1,262

万円で、両者の収入規模に差が生じていることが明らかになる。

　続いて、財源構造については、交通空白地有償運送以外の事業収入が収入の53.8％を占め、次

に地方自治体からの受託金・補助金収入（31.8％）、交通空白地有償運送による事業収入（8.6％）、

表２　分析対象NPO法人の概要

表３　分析対象NPO法人の収入規模
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その他の収入（2.7％）、会員からの会費収入（2.1%）、個人や企業からの寄附金・協賛金（1.0％）

の順となっている（表４参照）。専業・兼業別では、前者が収入の93.4％を受託金・補助金収入

と有償運送収入によっているのに対し、後者は有償運送以外の事業収入が収入の61.9%を占有し

ている。受託金・補助金収入の比率も7.1%ほど前者が後者を上回っている。しかし、NPO法人

の財源調達の多様化の程度を示す ｢収入多様性指標（HHI）｣ は全体で0.614、専業・兼業別では

それぞれ0.693、0.305であり（表５参照）４）。石田（2008）によって提示されたNPO法人全分

野の平均値（0.722）と比べいずれも低い数字となっている５）。

　以上のことからNPO法人は専業・兼業別で収入規模や獲得する財源に違いはあるものの、全体

として高い経常収入を計上し、財源多様化の程度が高いという特徴が示される。ただし、交通空

白地有償運送を含めNPO法人が手掛ける事業は一般的に市場が欠落しており、採算性を確保する

ことが困難な事業である。そのため、仮に多くの財源から資金を調達し収入を増やしたとしても、

費用が収入を上回り、結果として団体の持続性を確保する上で必要な収益や内部留保が十分に蓄

積されない可能性がある。

　表６はNPO法人の経常損益を金額別にあらわしたものである。経常利益が生じている法人は

31法人存在し、全体の70.5％が黒字となっている。その一方で、このなかの28法人は年間経営

利益が500万円未満に止まる。経常損失を計上している法人も13法人存在する。また、内部留

保の多寡をあらわす正味財産は、24法人が０〜 500万円未満で、０円未満（債務超過）の法人

も５法人に上る（表７参照）。このことから、NPO法人は単年度ベースでの収益は確保している

ものの、利益水準はごく僅かであり、組織の維持に必要な正味財産のストックに結びつけること

表４　分析対象NPO法人の財源構造

表５　分析対象NPO法人のHHI（全体）
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ができないという課題を抱えていることがわかる。

Ⅲ．　NPO法人の短期・中長期持続性に関する分析

（１）　モデル

　ここまで検討してきたように、NPO法人は専業・兼業別でいくつかの違いはみられるものの、

総じて経常収入が高く、様々な財源から資金を調達している。しかし、活動によって得られる収

益が少ないため、組織の維持に必要とされる内部留保を蓄積できていないという課題に直面して

いる。そこで、本論文ではこれらのNPO法人の短期的および中長期的な持続性を規定する要因を

明らかにするため、馬場ら（2010）や田中ら（2010）などに従い、下記の推定モデルに基づき

短期的な持続性として当期の活動財源を示す ｢経常支出｣ と中長期的な持続性として収入が一時

的に途絶えた際の負担能力をあらわす ｢正味財産収入比率｣ を被説明変数とし、｢収入多様性指

標（HHI）｣、｢寄附金・協賛金収入比率｣、｢会費収入比率｣、｢受託金・補助金収入比率｣、｢事業

収入比率（交通空白地有償運送）｣、｢事業収入比率入比率（その他の事業）｣ を説明変数とする分

析を試みることにした。

表６　分析対象NPO法人の経常損益

表７　分析対象NPO法人の正味財産
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　 は経常支出（対数）、または正味財産収入比率である。 は説明変数（収入多様性指標（HHI）、

寄附金・協賛金収入比率、会費収入比率、受託金・補助金収入比率、事業収入比率（交通空白地

有償運送）、事業収入比率（その他の事業））である。 は誤差項であり標準正規分布に従うと仮

定する。 は各説明変数の係数である。

　ところで、 に含まれる説明変数は、NPO法人が立地する地域を取り巻く社会経済的要因や法

人としての活動期間等様々な要因に影響を受ける可能性がある。例えば、寄附金・協賛金の集約

は地域の所得水準に影響を受け、受託金・補助金の水準はNPO法人が所属する地方自治体の財政

力に左右される。会費や事業収入は地域における人口の集中とこれに伴う社会経済活動への参加

機会の程度から影響を受ける。一方、これらの様々な財源を十分に、かつバランス良く調達する

ためには、団体としての活動期間の長さも影響を与える（石田（2008））。本論文では、以上の

要因を考慮した考察を行うため、NPO法人が立地する市町村の ｢納税義務者１人あたり課税所

得｣、市町村の施策に対する財政的な自由度を示す ｢市町村経常収支比率｣、市町村の人口集中の

程度とこれによる社会経済活動に対する参加機会の多寡をあらわす ｢昼夜間人口比率｣、法人と

しての活動期間をあらわす｢活動年数｣をコントロール変数として説明変数に追加し推計を行う６）。

　なお、経常支出と納税義務者１人あたり課税所得については、一部のNPO法人および市町村の

数字が極端に大きいため対数をとっている。さらに、馬場ら（2010）が指摘するように、事業

収入比率と寄附金・協賛金収入比率、会費収入比率、受託金・補助金収入比率は代替的な収入項

目であり、負の相関関係がみられる。また、このことは事業収入比率（交通空白地有償運送）と

事業収入比率（その他の事業）との間にも確認できるため７）、本論文では説明変数として各コン

トロール変数と①事業収入比率（交通空白地有償運送）を加えた ｢Model １｣、②事業収入比率（そ

の他の事業）を加えた ｢Model ２｣、③寄附金・協賛金収入比率、会費収入比率、受託金・補助

金収入比率を加えた ｢Model ３｣ の３つのモデルについて検証を試みる。

の対数

表８　基本統計量
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（２）　分析結果

　表９と表10は分析結果を示したものである。はじめに、経常支出（対数）を被説明変数とし

た「短期持続性モデル」では、｢Model １｣ の事業収入比率（交通空白地有償運送）にかかる係

数が１％有意水準で負の符号をとっている。これに対し、｢Model ２｣ の事業収入（その他の事業）

の係数は１％有意水準で正の符号をあらわしている。他方、｢Model ３｣ の寄附金・協賛金収入

比率、会費収入比率、受託金・補助金収入比率の係数はいずれも負の符号を示し、このうち会費

収入比率は10％水準で有意である。ここで市町村納税義務者１人当たり課税所得の係数は５％

有意水準で正の符号を示しており、地域における所得水準がこれらの財源調達に影響を与えてい

ることがわかる。収入多様化指標（HHI）は ｢Model ３｣ でのみ10％有意水準で係数が負の符号

表９　分析結果（短期持続性モデル）

表10　分析結果（中長期持続性モデル）

（注）　*p＜.10. **p<.05. ***p＜.01

（注）　*p＜.10. **p<.05. ***p＜.01
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をとり、財源調達の多様化が必ずしも組織の短期的な持続性を決定づける要因にはならないこと

を示唆している。もっとも寄附金・協賛金、会費、受託金・補助金等の調達には様々なリスクが

つきまとい、その多寡は資金提供者や会員の意向、および行政施策の方向性によって変化する。

従って、短期的には、多様な財源の獲得を目指すよりもまずは（交通空白地有償運送以外の）事

業収入を強化し、そのなかで収益の拡大をはかっていくことが重要である。

　次に、正味財産収入比率を被説明変数とした「中長期持続性モデル」においては、｢モデル２｣

の事業収入（その他の事業）の係数が１％有意水準で正の符号を示し、一方で、収入多様化指標

（HHI）の係数が ｢モデルⅠ｣ ｢モデルⅢ｣ で５％有意水準、｢モデルⅡ｣ において１％有意水準

で負の符号を示している。これは交通空白地有償運送を除くその他の事業の強化と様々な財源か

らの資金調達が結果的に組織全体としての収益の増加をもたらすことを意味しており、それが結

果として組織の中長期的な持続性を確保するために必要な正味財産の蓄積に結びつくことを裏付

けている。なお、寄附金・協賛金収入比率、会費収入比率、受託金・補助金収入比率は寄附金・

協賛金収入比率を除きいずれも係数が正となっているものの、有意な結果を得ることはできな

かった。これは交通空白地有償運送を含めNPO法人の手掛ける事業が特有のエリアに限定され、

サービスの受益者がごく少数に限定されるため、周囲からの活動に対する賛同が得にくいこと、

資金調達活動を担う人材が不足していること、受託金・補助金を受けられる事業が限られている

ことが考えられる。

　交通空白地有償運送を手掛ける組織の数は増加基調にあり、サービスの形態も多様化しつつあ

る。だが、交通空白地有償運送の収入のみで組織を維持することは困難であることから、今後、

NPO法人は多面的な事業の展開を視野に入れながら、多様な財源調達の可能性を探っていくこと

が重要である。そして、こうした戦略が組織の短期および中長期的な持続性の確保に結びつき、

ひいてはサービスの維持につながるものと判断される。確かに各種財源には様々な調達リスクが

あり、経営多角化に関しても多くの課題が存在する。場合によっては組織運営の安定化を妨げる

可能性がある。しかし、交通空白地有償運送のみでは収益性を担保できないという事実を考慮す

ると、交通空白地有償運送を専業とするよりも複数の事業に展開し、その過程のなかで財源の多

様化を目指す戦略の方が将来的には有効性を持つものと判断される。

Ⅳ．　まとめと分析課題

　本論文では、交通空白地有償運送を手掛けるNPO法人を対象に、組織の財源調達構造と短期、

ならびに中長期的持続性を確保するために満たすべき条件について検討を試みた。分析の結果、

NPO法人は収入規模や財源について専業・兼業という事業形態別でいくつかの違いはみられるも

のの、全般的に収入規模が大きく、交通空白地有償運送以外の事業収入や受託金・補助金等様々

な財源を調達していることが判明した。そして、組織の短期的な持続性を計測する ｢短期持続性
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モデル｣ からは、交通空白地有償運送よりも交通空白地有償運送以外の事業収入を強化した方が

組織の短期的な持続性を確保できること、一方で、組織の中長期的な持続性を推定する「中長期

持続性」モデルからは、財源の多様化をはかりつつ、交通空白地有償運送以外の事業を進展させ

ることが組織の中長期的な持続性に結びつくことが判明した。

　今後の分析課題としては下記の３点が指摘される。第１に、本論文では交通空白地有償運送を

担うNPO法人に対象を限定したため、分析サンプル数が44件と非常に少ない。交通空白地有償

運送はNPO法人以外にも自治会・町内会、医療法人、社会福祉法人をはじめ様々な組織が関与し

ているため、今後はこれらの組織を含めながら分析を試みる必要がある。第２に、本論文はデー

タ上の制約から単年度の財務諸表しか入手できなかった。このため、短期持続性モデルおよび中

長期持続性モデルともに説明変数との因果関係が正確に検証されているか否かは、パネルデータ

による分析を行った上で判断されるべきである。第３に、NPO法人が手掛ける自家用有償旅客運

送には、交通空白地有償運送のほか福祉有償運送があり、NPO法人はむしろ後者に関与するケー

スが多い。従って、福祉有償運送を担うNPO法人も分析対象に加え、両者との間で収入規模や資

金調達構造にどのような差があるのか、また、短期ならびに中長期的な持続性について違いがあ

るのかについて検討することが求められる。以上は今後の分析課題としたい。

 （おぐま　ひとし・高崎経済大学地域政策学部准教授）

＜付記＞
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＜注＞
1）自家用有償旅客運送とは、過疎地域をはじめバス・タクシーなどの公共交通手段が十分に提供されない地域において、地

方自治体やNPOによる自家用車（いわゆる白ナンバー）の有償運送を例外的に認める制度である。自家用有償旅客運送は
地方自治体が主体となって交通空白地域の地域住民を対象に交通サービスを提供する①市町村運営有償運送（交通空白地）
と交通サービスを単独では利用できない障がい者等を対象にドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供する②市町村運
営有償運送（福祉）、およびNPOが主体となって交通空白地域の地域住民を対象に交通サービスを提供する③交通空白地
有償運送、単独でサービスを利用できない障がい者等に対し個別輸送を行う④福祉有償運送の４つに区別される。

2）なお、2014年５月の ｢地域の自主性及び自立性を高めるため改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第
４次分権一括法）」の成立に伴い、自家用有償旅客運送にかかる事務と権限については（地方自治体が希望する場合のみ）
国から地方自治体に移譲することが可能になった。これによって国への登録手続きは不要となり、迅速で地域の実情に応
じた公共交通手段の確保が期待されている。

3）大阪大学NPO情報研究センター ｢NPO法人財務データベース｣ によると、2003年度の全国のNPO法人17分野・12,509団
体の経常収入は平均値1,580万円、中央値268万円であることが示されている。

4）収入多様性指標（HHI）は市場集中度を測るHerfindahl-Hirschman Indexを応用し特定財源への集中度を計測するために用
いられる指標であり、数値が小さいほど収入源が多様であることを意味する。HHIの算出方法は次の通りである。

　 ここで は寄附金・協賛金収入や会費収入等各財源からの収入をあらわす。つまり、 は 番目の財源からの収入である。
は経常収入、 は財源の数を意味する。

5）石田（2008）は先述の大阪大学NPO情報研究センター ｢NPO法人財務データベース｣ を用い、11,499団体のHHI平均値
を算出している。全体の平均値は0.722で、最もHHIが低い分野は ｢子供の健全育成（0.652）｣ である一方で、最もHHI
が高い分野は ｢消費者保護（0.807）｣ であった。

6）分析対象NPO法人のなかには、当初法人格を有さない任意団体として事業に着手し、後に法人格を取得した法人が含まれる。
この場合、任意団体としての活動期間も活動年数にカウントすべきであるが、内閣府NPOホームページではNPO法人の認
証年月しか記載されていないため、法人認証後の年数しか把握できない。このため、本論文では2018年−認証年という
形で活動年数を算出している。

7）実際のところ、事業収入比率（交通空白地有償運送）と事業収入比率（その他の事業）の相関係数は−0.34、事業収入比
率（交通空白地有償運送・その他の事業）と寄附金・協賛金収入比率、会費収入比率、受託金・補助金収入比率の相関係
数はそれぞれ-0.09、-0.94、-0.17で推移しており、負の相関関係がみられる。


